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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 

(1) 連結経営指標等   

売上高 (百万円) 673,686 851,975 906,091 508,082 418,636 

経常利益 (百万円) 75,951 143,940 172,713 20,555 2,558

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) 48,005 91,262 106,271 7,543 △ 9,033

純資産額 (百万円) 376,900 469,810 545,244 529,265 523,369 

総資産額 (百万円) 663,242 770,513 792,817 668,998 696,351 

１株当たり純資産額 (円) 2,112.30 2,573.72 2,989.70 2,896.55 2,859.37 

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 267.61 511.27 594.01 42.15 △50.47

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 267.32 509.84 592.71 42.07 ─

自己資本比率 (％) 56.8 59.7 67.5 77.5 73.5 

自己資本利益率 (％) 13.5 21.8 21.4 1.4 △1.8 

株価収益率 (倍) 30.34 16.12 10.20 86.36 ─

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 78,853 54,296 116,939 81,030 48,284

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △10,536 △25,293 △30,186 △ 160,621 9,613

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △43,420 △34,719 △27,033 △46,015 △287

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 140,023 134,389 193,492 65,883 123,939

従業員数 (人) 8,901 9,528 10,429 10,391 10,068 

(2) 提出会社の経営指標等   

売上高 (百万円) 572,019 720,163 767,505 389,458 318,236 

経常利益 
又は経常損失(△) 

(百万円) 44,836 76,664 95,926 14,979 △ 13,985

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) 29,256 51,699 51,471 9,922 △ 16,838

資本金 (百万円) 54,961 54,961 54,961 54,961 54,961 

発行済株式総数 (千株) 180,610 180,610 180,610 180,610 180,610 

純資産額 (百万円) 285,357 327,715 354,607 349,048 334,495 

総資産額 (百万円) 543,082 594,933 598,762 486,594 533,081 

１株当たり純資産額 (円) 1,599.46 1,829.61 1,979.10 1,943.93 1,859.91 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円)

55.00 

(25.00)

103.00 

(42.00)

125.00 

(70.00)

24.00 

(20.00)

12.00 

(4.00)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 163.02 289.63 287.71 55.45 △94.08

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 162.84 288.81 287.08 55.33 ─

自己資本比率 (％) 52.5 55.0 59.1 71.5 62.5 

自己資本利益率 (％) 10.7 16.9 15.1 2.8 △4.9 

株価収益率 (倍) 49.81 28.45 21.06 65.64 ─

配当性向 (％) 33.7 35.6 43.4 43.3 ─

従業員数 (人) 1,006 941 919 1,012 1,054 
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(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「(1)連結経営指標等」の平成22年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

「(2)提出会社の経営指標等」の平成22年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

３ 「(1)連結経営指標等」の平成22年３月期の株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため、記載

しておりません。 

「(2)提出会社の経営指標等」の平成22年３月期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損

失であるため、記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 
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当社は、昭和53年10月に株式額面500円を50円に変更するため、その全株式を所有し、管理していまし

た休業中の東京エレクトロン株式会社(旧 桜洋行株式会社 資本金180万円)に形式上吸収合併されるこ

とにより、株式額面の変更を行いました。 

形式上の存続会社、東京エレクトロン株式会社(旧 桜洋行株式会社)は、合併以前は営業活動を行って

おらず、合併後は被合併会社の実体をそのまま継続して営業を行っておりますので、合併以前は被合併会

社について記載しております。 

  

２ 【沿革】

昭和38年11月 株式会社東京放送の関係会社として資本金５百万円をもって、東京都港区に設立(商
号 株式会社東京エレクトロン研究所)。VTR、カーラジオ等の輸出及び電子機器関
係の輸入業務を開始。 

昭和43年４月 大阪支社を開設。 
昭和47年４月 米国現地法人TOKYO ELECTRON AMERICA,INC.(旧 TEL AMERICA,INC.)を設立。 
昭和53年10月 株式の額面金額を500円から50円に変更するため、東京エレクトロン株式会社(旧

桜洋行株式会社)に形式上合併される。 
昭和55年６月 東京証券取引所市場第二部上場。 
昭和56年１月 山梨事業所(旧 韮崎事業所)を開設。 
昭和58年11月 九州営業所(旧 九州事業所)を開設。 
昭和59年２月 株式会社テルメック(昭和45年８月設立)を合併。 
昭和59年３月 東京証券取引所市場第一部へ指定替え。 
昭和62年３月 府中テクノロジーセンターを開設。 
平成２年１月 
  
  

テル・ジェンラッド株式会社(昭和56年９月設立)の全株式を取得し、テル山梨株式
会社(昭和58年７月設立、旧 テル・ラム株式会社)に吸収合併させ、社名を東京エレ
クトロン山梨株式会社とする。 

平成２年８月 東京エレクトロンＦＥ株式会社を設立。 
平成２年９月 テル管理サービス株式会社(昭和61年３月設立)の商号を東京エレクトロン デバイス

株式会社に変更。 
平成３年１月 東京エレクトロン デバイス株式会社の全株式を取得。 
平成３年４月 東京エレクトロン ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社(旧 東京エレクトロン

札幌株式会社)を設立。 
平成５年４月 東京エレクトロン相模株式会社(昭和43年２月設立、旧 テル・サームコ株式会社)

と東京エレクトロン東北株式会社(昭和61年７月設立、旧 テル東北エレクトロニク
ス株式会社)が合併し、東京エレクトロン東北株式会社となる。東京エレクトロン佐
賀株式会社(平成３年４月設立)と東京エレクトロン九州株式会社(昭和62年１月設
立、旧 テル九州株式会社)が合併し、東京エレクトロン九州株式会社となる。 

平成６年４月 欧州(英国)現地法人TOKYO ELECTRON EUROPE LTD.を設立。 
平成７年２月 韓国現地法人TOKYO ELECTRON FE KOREA LTD.(平成５年９月設立)の全株式を取得

し、TOKYO ELECTRON KOREA LTD.とする。 
平成８年１月 台湾現地法人TOKYO ELECTRON TAIWAN LTD.を設立。 
平成12年11月 関西テクノロジーセンターを開設。 
平成13年２月 米国法人TIMBRE TECHNOLOGIES,INC.の全株式を取得。 
平成13年４月 東京エレクトロン山梨株式会社と東京エレクトロン宮城株式会社(平成９年４月設

立)が合併し、東京エレクトロンＡＴ株式会社となる。 
平成14年１月 中国現地法人TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LOGISTIC CENTER LTD.(旧 TOKYO  

ELECTRON (SHANGHAI) LTD.)を設立。 
平成14年４月 米国現地法人TOKYO ELECTRON MASSACHUSETTS,INC.(平成８年８月設立)と米国現地法

人TOKYO ELECTRON PHOENIX LABORATORIES,INC.(平成８年12月設立)が合併し、TOKYO 
ELECTRON MASSACHUSETTS,LLC(旧 TOKYO ELECTRON MASSACHUSETTS,INC.)となる。 

平成15年３月 東京エレクトロン デバイス株式会社が東京証券取引所市場第二部に上場。 
平成15年４月 中国現地法人TOKYO ELECTRON (SHANGHAI) LTD.を設立。 
平成15年８月 米国現地法人TEL TECHNOLOGY CENTER,AMERICA,LLCを設立。 
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平成15年10月 東京エレクトロン リース株式会社(昭和48年５月設立、旧 株式会社テル・デー
タ・システム)、東京エレクトロン ロジスティクス株式会社(昭和43年６月設立)、
東京エレクトロン エージェンシー株式会社(昭和55年12月設立)の通関部門及び当社
管理部門の一部が合併・統合し、東京エレクトロンＢＰ株式会社となる。 

平成16年４月 東京エレクトロンＡＴ株式会社と東京エレクトロン東北株式会社が合併し、東京エ
レクトロンＡＴ株式会社となる。 

平成16年７月 米国現地法人TOKYO ELECTRON AMERICA,INC.と米国現地法人TOKYO ELECTRON 
U.S. HOLDINGS,INC.(平成16年７月設立)が合併し、TOKYO ELECTRON U.S. 
HOLDINGS,INC.となり、新たに米国現地法人TOKYO ELECTRON AMERICA,INC.を設立。 

平成17年１月 中国現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.を設立。 
平成18年２月 韓国現地法人TOKYO ELECTRON KOREA SOLUTION LTD.を設立。 
平成18年４月 東京エレクトロンＡＴ株式会社を分割会社とする新設分割を行い、東京エレクトロ

ン東北株式会社及び東京エレクトロンＴＳ株式会社を設立。 
平成18年６月 米国現地法人TEL VENTURE CAPITAL,INC.を設立。 
平成18年10月 仙台事業所を開設。 
平成18年12月 米国法人EPION CORPORATIONの全株式を取得し、TEL EPION INC.に名称変更。 
平成19年２月 東京エレクトロンＰＳ株式会社を設立。 
平成19年６月 当社を分割会社とする新設分割を行い、東京エレクトロン技術研究所株式会社を設

立。 
平成20年１月 シンガポール現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.を設立。 
平成20年２月 パネトロン株式会社を設立。 
平成20年２月 シャープ株式会社との合弁により、東京エレクトロンＰＶ株式会社を設立。 
平成20年６月 インド現地法人TOKYO ELECTRON INDIA PRIVATE LTD.を設立。 
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当社グループは、当社及び子会社32社で構成され、半導体製造装置及びＦＰＤ／ＰＶ(フラットパネル

ディスプレイ及び太陽電池）製造装置、電子部品・情報通信機器の産業用エレクトロニクス製品の製造・

販売を主な事業の内容としております。当社グループの事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

  

[ 産業用電子機器 ] 

 
[ 電子部品・情報通信機器 ]  

 
  

(注) １ TOKYO ELECTRON ARIZONA,LLCにつきましては、平成21年12月18日付にて、TOKYO ELECTRON 

U.S. HOLDINGS,INC.を存続会社とする吸収合併により消滅しております。 

２ TOKYO ELECTRON DEUTSCHLAND GmbHにつきましては、平成22年１月４日付にて清算が結了してお

ります。 

((注)１から(注)２について、本「有価証券報告書」中に同じ。） 

  

３ 【事業の内容】

半導体製造装置及び 

ＦＰＤ／ＰＶ製造装置

…………… 連結子会社東京エレクトロンＡＴ㈱、東京エレクトロン九州㈱、東京

エレクトロン東北㈱ほか、国内連結子会社３社及び在外連結子会社１

社が製造した製品を当社で仕入れて販売し、また、TOKYO ELECTRON 

U.S. HOLDINGS,INC.からも一部仕入れて販売しております。当該装置

の保守サービス等については、連結子会社東京エレクトロンＦＥ㈱、

TOKYO ELECTRON AMERICA,INC.、TOKYO ELECTRON KOREA LTD.、TOKYO 

ELECTRON EUROPE LTD.ほか、在外連結子会社６社が行っております。

また、当社グループの一部の製品のソフトウェア開発を連結子会社東

京エレクトロン ソフトウェア・テクノロジーズ㈱が行っておりま

す。さらに、連結子会社TEL TECHNOLOGY CENTER,AMERICA,LLCほか、

国内連結子会社１社及び在外連結子会社３社は、次世代技術の開発等

を行っております。 

その他 ……………………………… ①当社グループの製品等の輸送及び機器等のリース等については連結

子会社東京エレクトロンＢＰ㈱が主として行っております。 

  ②当社グループの保険業務については連結子会社東京エレクトロン 

エージェンシー㈱が主として行っております。 

      連結子会社東京エレクトロン デバイス㈱、TOKYO ELECTRON DEVICE 

HONG KONG LTD.、パネトロン㈱、TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE 

PTE. LTD.が海外メーカー及び国内メーカーから製品を購入し、販売

及び技術サービスを行っております。また、非連結子会社TOKYO 

ELECTRON  DEVICE  (SHANGHAI)  LTD.及 び TOKYO  ELECTRON  DEVICE 

(WUXI) LTD.が設計開発等を行っております。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
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(注) １ 「議決権の所有又は被所有割合」欄の( )内数字は、間接所有割合で内数であります。 

２ 特定子会社に該当しております。 

３ 有価証券報告書を提出しております。 

４ 売上高(連結会社間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、有価証券報

告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。 
  

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な
事業の内容

議決権の
所有又は 
被所有割合

(％)

関係内容

役員の
兼任等

資金 
援助

営業上の取引
設備の
賃貸借

(連結子会社)    

東京エレクトロンＡＴ㈱ 
(注)２ 

宮城県
宮城郡松島町 

(百万円)
4,000 

半導体製造装置等の
製造・販売 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の製造 

あり

東京エレクトロン九州㈱ 
(注)２ 

熊本県合志市 
(百万円)
2,000 

半導体製造装置等の
製造・販売 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の製造 

あり

東京エレクトロンＦＥ㈱ 東京都府中市 
(百万円)

100 
半導体製造装置等の
保守サービス 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の保守サービス 

あり

東京エレクトロン 
ソフトウェア・テクノロ
ジーズ㈱ 

東京都府中市 
(百万円)

250 
ソフトウェアの
開発・販売 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品に係るソフトウェ
アの開発 

あり

東京エレクトロン 
デバイス㈱ 
(注)３、４ 

神奈川県 
横浜市 
神奈川区 

(百万円)
2,495 

電子部品・情報通信
機器の販売 

55.4 あり なし なし あり

東京エレクトロンＢＰ㈱ 東京都府中市 
(百万円)

640 
各種機器等のリース 
・物流・施設管理等 

100.0 あり なし

当社の各種機器等の
リース業務、当社商品
の輸送業務及び施設管
理業務 

あり

東京エレクトロン東北㈱ 
(注)２ 

岩手県奥州市 
(百万円)
1,000 

半導体製造装置等の
製造・販売 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の製造 

あり

東京エレクトロンＴＳ㈱ 山梨県韮崎市 
(百万円)

100 
半導体製造装置等の
製造・販売 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の製造 

なし

東京エレクトロンＰＳ㈱ 東京都府中市 
(百万円)

100 
半導体製造装置等の
改造・移設等 

100.0 あり あり
当社が販売する一部
商品の改造・移設等 

あり

TOKYO ELECTRON 
AMERICA,INC. 

Austin
Texas U.S.A. 

(千US$)
0 

半導体製造装置等の
販売・保守サービス 

100.0
(100.0)

あり なし

当社が販売する商品の
米国での買付及び当社
が販売する一部商品の
保守サービス 

なし

TOKYO ELECTRON 
KOREA LTD. 

韓国 
京畿道水原市 

(百万WON)
3,000 

半導体製造装置等の
販売・保守サービス 

100.0 あり なし
当社が販売する一部
商品の保守サービス 

なし

TOKYO ELECTRON 
TAIWAN LTD. 

台湾 
新竹市 

(千NTD)
200,000 

半導体製造装置等の
販売・保守サービス 

98.0
(2.0)

あり なし
当社が販売する一部
商品の保守サービス 

なし

TOKYO ELECTRON 
EUROPE LTD. 

Crawley
England U.K. 

(千EURO)
17,233 

半導体製造装置等の
販売・保守サービス 

100.0 あり なし
当社より一部商品の
仕入及び外部販売 

なし

その他17社    

─ 8 ─



(1) 連結会社の状況 

当連結会計年度における従業員数を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

平成22年３月31日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含め、ストックオプションによる株式報酬費用は除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合はありません。 

  

  

５ 【従業員の状況】

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

産業用電子機器 9,222 

電子部品・情報通信機器 846 

合計 10,068 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

1,054 39.6 13.6 7,094,515 
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 32社 

主要な連結子会社の名称 

東京エレクトロンＡＴ㈱ 

東京エレクトロン九州㈱ 

東京エレクトロン東北㈱ 

東京エレクトロンＦＥ㈱ 

東京エレクトロン デバイス㈱ 

TOKYO ELECTRON AMERICA,INC. 

TOKYO ELECTRON EUROPE LTD. 

TOKYO ELECTRON KOREA LTD. 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 30社 

主要な連結子会社の名称 

東京エレクトロンＡＴ㈱ 

東京エレクトロン九州㈱ 

東京エレクトロン東北㈱ 

東京エレクトロンＦＥ㈱ 

東京エレクトロン デバイス㈱ 

TOKYO ELECTRON AMERICA,INC. 

TOKYO ELECTRON EUROPE LTD. 

TOKYO ELECTRON KOREA LTD. 

①TOKYO ELECTRON INDIA PRIVATE LTD.につきまして

は、当連結会計年度において新たに設立したこと

により、連結の範囲に含めております。 

②前連結会計年度において、持分法非適用非連結子

会 社 で あ り ま し た パ ネ ト ロ ン ㈱ 及 び TOKYO 

ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.につきまし

ては、重要性が増したことにより、当連結会計年

度から連結の範囲に含めております。 

③TOKYO ELECTRON IRELAND LTD.につきましては、平

成20年11月６日付にて清算が結了したため、連結

の範囲から除外しております。 

①TOKYO ELECTRON ARIZONA,LLCにつきましては、平

成21年12月18日付にて、TOKYO  ELECTRON  U.S. 

HOLDINGS,INC.を存続会社とする吸収合併により消

滅したため、連結の範囲から除外しております。 

②TOKYO ELECTRON DEUTSCHLAND GmbHにつきまして

は、平成22年１月４日付にて清算が結了したた

め、連結の範囲から除外しております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. 

TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. 

   (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数  なし (1) 持分法適用の非連結子会社数  なし 

(2) 持分法適用の関連会社数    なし (2) 持分法適用の関連会社数    なし 

(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称 (3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称 

  TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. 

  TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. 

同左 

   (持分法を適用しない理由) 

持分法を適用していない非連結子会社は、それぞ

れ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、TOKYO  ELECTRON  (SHANGHAI) 

LOGISTIC CENTER LTD.及びTOKYO ELECTRON (SHANGHAI) 

LTD.の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。その他の連結子会

社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によ

っております。(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平均法により

算定しております。) 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法によっております。 同左 

②たな卸資産 

主として個別法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。 

②たな卸資産 

主として個別法による原価法(収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法)を採用しております。 

   (会計処理の変更) 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分)を適用しております。 

これによる損益に与える影響は、軽微でありま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

③デリバティブ 

時価法によっております。 

 

  

 

  

 

  

  

③デリバティブ 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用してお

ります。ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)については、定額法

を採用しております。 

在外連結子会社は、主として定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

②無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

なお、当社及び国内連結子会社の自社利用ソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間(２

～５年)に基づく定額法を採用しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。 

   (会計処理の変更) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第

13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

これによる損益に与える影響は、軽微でありま

す。また、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

②無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

 

  

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

  
 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び

国内連結子会社は、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。また、在外連結子会社は、主

に個別の債権について回収の可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見

込額に基づき当連結会計年度負担額を計上してお

ります。 

②賞与引当金 

同左 

③退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められる額を計

上しております。 

過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(４

年)による定額法により按分した額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(４年)による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

③退職給付引当金 

同左 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

④製品保証引当金 

製品の保証期間中のアフターサービスに対する費

用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき

将来の支出見込額を計上しております。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、当社

及び一部の国内連結子会社は、為替予約が付され

ている外貨建金銭債権債務等については、振当処

理を行っております。 

④製品保証引当金 

同左 

 

  

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 デリバティブ取引(先物為替予約) 

ヘッジ対象 

  

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定

取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

原則、外貨建取引は、取引成約時(予定取引を含

む)に成約高の範囲内で先物為替予約を利用するこ

とにより、為替変動リスクをヘッジしておりま

す。 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

当社及び一部の国内連結子会社は、キャッシュ・

フロー変動の累計額を比率分析しております。 
同左 

 
(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理の方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理の方法 

同左 

②連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

②連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、その個別案件ごとに判断

し、20年以内の合理的な年数で償却しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する短期的な投資からなっております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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【会計処理の変更】 

  

   
【表示方法の変更】 

  

 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱いの適用) 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外
子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告
第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
これによる損益に与える影響は、軽微であります。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載
しております。 

          ──────────────── 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

(連結貸借対照表)           ──────────────── 

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20 

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記

されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ101,053百万円、42,123百万円、17,974百

万円であります。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました有

形固定資産の「工具、器具及び備品」(当連結会計年度

6,665百万円)は、当連結会計年度において資産の総額

の100分の５以下であるため、当連結会計年度より有形

固定資産の「その他」に含めて表示しております。 

３ 前連結会計年度において独立掲記しておりました流

動負債の「未払法人税等」(当連結会計年度1,751百万

円)は、当連結会計年度において負債及び純資産の合計

額の100分の１以下であるため、当連結会計年度より流

動負債の「その他」に含めて表示しております。 
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

(連結損益計算書) 

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業外費用の「支払利息」(当連結会計年度46百万円)

は、当連結会計年度において営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、当連結会計年度より営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。  

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業外費用の「売上債権売却損」(当連結会計年度44百万

円)は、当連結会計年度において営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業

外費用の「その他」に含めて表示しております。  

３ 前連結会計年度において独立掲記しておりました特

別損失の「貸倒引当金繰入額」(当連結会計年度100百

万円)は、当連結会計年度において特別損失の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より特別

損失の「その他」に含めて表示しております。  

４ 前連結会計年度において独立掲記しておりました特

別損失の「投資有価証券評価損」(当連結会計年度72百

万円)は、当連結会計年度において特別損失の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より特別

損失の「その他」に含めて表示しております。  
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

(連結キャッシュ・フロー計算書) (連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「のれん償却額」 

(当連結会計年度242百万円)は、当連結会計年度におい

て金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度

より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「前払年金費用の

増減額（△は増加）」(当連結会計年度51百万円)は、

当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

３ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は、当連結会計

年度において金額的重要性が増したため、当連結会計

年度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は、△49百万円

であります。 

４ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券評価損益（△は益）」は、当連結会計

年度において金額的重要性が増したため、当連結会計

年度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券評価損益（△は益）」は、16百万円で

あります。 

５ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券の取得による支出」は、当連結会計年

度において金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券の取得による支出」は、△457百万円で

あります。 

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」(当連

結会計年度46百万円)は、当連結会計年度において金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益（△

は益）」(当連結会計年度56百万円)は、当連結会計年

度において金額的重要性が乏しくなったため、当連結

会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。 

３ 前連結会計年度において独立掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評

価損益（△は益）」(当連結会計年度△56百万円)は、

当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

４ 前連結会計年度において独立掲記しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の

取得による支出」(当連結会計年度△18百万円)は、当

連結会計年度において金額的重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度より投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から

直接減額した圧縮記帳額は、564百万円であり、その

内訳は次のとおりであります。 

 

建物及び構築物 2百万円

機械装置及び運搬具 60百万円

土地 458百万円

有形固定資産(その他) 43百万円

合計 564百万円

 

※１          同左 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

 
その他(出資金) 23百万円

 

※２          同左 

※３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
139,135百万円

借入実行残高 3,806百万円

差引額 135,329百万円

※３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
138,551百万円

借入実行残高 5,105百万円

差引額 133,445百万円
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(連結損益計算書関係) 
  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

※１ 固定資産売却・除却損益の内訳 

売却益 

   

  機械装置及び運搬具 54百万円

  有形固定資産(その他) 12百万円

  合計 67百万円

※１ 固定資産売却・除却損益の内訳 

売却益 

   

  建物及び構築物 0百万円

  機械装置及び運搬具 279百万円

  有形固定資産(その他) 1百万円

  合計 282百万円

売却損 

   

  建物及び構築物 0百万円

  有形固定資産(その他) 1百万円

  合計 2百万円

売却損 

   

  建物及び構築物 0百万円

  機械装置及び運搬具 59百万円

  有形固定資産(その他) 1百万円

  合計 61百万円

除却損 

   

  建物及び構築物 51百万円

  機械装置及び運搬具 232百万円

  有形固定資産(その他) 39百万円

  無形固定資産(その他) 26百万円

  合計 350百万円

除却損 

 

  建物及び構築物 78百万円

  機械装置及び運搬具 370百万円

    建設仮勘定 98百万円

  有形固定資産(その他) 36百万円

  無形固定資産(その他) 75百万円

  投資その他の資産(その他) 256百万円

  合計 916百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 
 60,987百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 
54,074百万円

※３ 米国における研究開発に係る補助金収入でありま

す。 

  

※３          同左 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

 6,398百万円

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

△3,581百万円
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 
 

※５ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

 
閉鎖の決定された工場等については、個別案件ご

とにグルーピングしております。上記資産グルー

プにつきましては、閉鎖決定により今後の使用見

込がたたないため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上しております。 

なお、回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しており、正味売却価額は、「土地」につ

いては、第三者による合理的に算出された市場価

格等に基づいて算定し、その他の「建物及び構築

物」等については、零としております。 

上記の他に、TEL EPION INC.(米国マサチューセッ

ツ州)の無形固定資産については、当該子会社の株

式取得時に検討した事業計画において想定されて

いた収益が見込めなくなったことから、米国会計

基準に基づき減損損失(2,767百万円)として特別損

失に計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

神奈川県相模原市 
(相模事業所) 

事務所 
倉庫 
研究所

建物及び 
構築物、
土地他 

1,194百万円

兵庫県尼崎市 
(関西テクノロ 
ジーセンター)

事務所 
倉庫 
研究所

建物及び 
構築物他 1,278百万円

佐賀県鳥栖市 
(佐賀事業所) 

工場
建物及び 
構築物他 

2,303百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   
(注) 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権、平成19年ストック・オプションとしての新株予約権及び平

成20年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 180,610 ― ― 180,610

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1,678 8 44 1,643

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結 
会計年度末

増加 減少 当連結 
会計年度末 

提出会社

平成18年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 423

平成19年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 484

平成20年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 241

合計 ― ― ― ― 1,148

決議 株式の種類 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日

平成20年５月13日 
取締役会 

普通株式 9,841 55 平成20年３月31日 平成20年５月30日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式 3,578 20 平成20年９月30日 平成20年12月１日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年５月14日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 715 4 平成21年３月31日 平成21年５月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   
(注) 平成19年ストック・オプションとしての新株予約権及び平成20年ストック・オプションとしての新株予約権は、

権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 180,610 ─ ─ 180,610

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1,643 10 40 1,614

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結 
会計年度末

増加 減少 当連結 
会計年度末 

提出会社

平成18年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 268

平成19年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 750

平成20年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権 

― ― ― ― ― 558

合計 ― ― ― ― 1,578

決議 株式の種類 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日

平成21年５月14日 
取締役会 

普通株式 715 4 平成21年３月31日 平成21年５月29日

平成21年10月30日 
取締役会 

普通株式 715 4 平成21年９月30日 平成21年12月１日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成22年５月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,431 8 平成22年３月31日 平成22年５月28日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 

  

  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 51,156百万円

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 159,000百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金及び譲
渡性預金 

△144,273百万円

現金及び現金同等物 65,883百万円

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 56,939百万円

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 187,000百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金及び譲
渡性預金 

△120,000百万円

現金及び現金同等物 123,939百万円
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(リース取引関係) 
  

 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

１ ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１ ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

有形固定資産 

(1) リース資産の内容 

同左 

主として、産業用電子機器事業等における生産及

び研究設備等であります。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

 
機械装置 

及び運搬具
 その他  合計

取得価額相当額 1,025百万円 14百万円 1,039百万円

減価償却累計額 

相当額 
446百万円 10百万円 456百万円

期末残高相当額 578百万円 3百万円 582百万円

 

(2) リース資産の減価償却の方法 

同左 

  

 

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
同左 

機械装置 

及び運搬具
 その他  合計

取得価額相当額 946百万円 8百万円 955百万円

減価償却累計額 

相当額 
532百万円 7百万円 539百万円

期末残高相当額 414百万円 0百万円 415百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

 
(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

１年以内 167百万円

１年超 415百万円

合計 582百万円

 

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 175百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

 
同左 

  

 

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

１年以内 158百万円

１年超 256百万円

合計 415百万円

 

支払リース料 167百万円

減価償却費相当額 167百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

２ オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

 

１年以内 1,673百万円

１年超 840百万円

合計 2,513百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

 

１年以内 1,744百万円

１年超 1,051百万円

合計 2,796百万円
 

─ 77 ─



(金融商品関係) 

当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金並びに譲渡性預金等に限定し、また、資金調達に

ついては主に銀行借入や売掛債権流動化によっております。デリバティブは、将来の為替変動リスクの

回避を目的として、原則、外貨建取引の成約高の範囲内で行うこととし、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて

は、当社の社内規程である「信用限度規程」に従い、取引先ごとの与信枠の管理を行うとともに、債権

期日管理及び残高管理を行っております。また、主な取引先の信用状況については、定期的に把握して

おります。 

有価証券は、主に譲渡性預金であり、信用リスクを軽減するため格付の高い金融機関とのみ取引を行

っております。 

投資有価証券は、主に上場株式であるため市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時

価等の状況を把握しております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

通常の営業活動及び財務活動に伴う外貨建取引は、為替変動リスクに晒されておりますが、原則、取

引成約時(予定取引を含む)に成約高の範囲内で先物為替予約を利用することにより、為替変動リスクを

ヘッジしております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評

価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載した「重要なヘッジ会計の方法」の

とおりであります。 

デリバティブ取引の執行・管理については、当社の社内規程である「金融市場リスク管理規程」等に

基づき実施しており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するため格付の高い

金融機関とのみ取引を行っております。 

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成するなどの方法により管理して

おります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注

２)を参照ください)。 

 
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は、( )で表示しております。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

１ 資 産 

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(3) 有価証券及び(4) 投資有価証券  

これらの時価について、有価証券(譲渡性預金)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等

しいことから、当該帳簿価額によっており、株式は取引所の価格によっております。 

 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項(有価証券関係)を参照くださ

い。 

２ 負 債 

支払手形及び買掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

３ デリバティブ取引 

注記事項(デリバティブ取引関係)を参照ください。 

 連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円)

１  資 産   

(1) 現金及び預金 56,939 56,939 ─

(2) 受取手形及び売掛金 124,462  

貸倒引当金 △176  

 124,285 124,285 ─

(3) 有価証券    

その他有価証券(譲渡性預金) 187,000 187,000 ─

(4) 投資有価証券    

その他有価証券 13,614 13,614 ─

資産計 381,840 381,840 ─

２  負 債   

支払手形及び買掛金 52,359 52,359 ─

負債計 52,359 52,359 ─

３  デリバティブ取引   

(1) ヘッジ会計が適用されていないもの 124 124 ─

(2) ヘッジ会計が適用されているもの (165) (165) ─

デリバティブ取引計(※) (40) (40) ─
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証

券」及び「(4)投資有価証券」には含めておりません。 

  

(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

(注４) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」を参照ください。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を適用してお

ります。 

 連結貸借対照表計上額(百万円)

優先出資証券 900

 １年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

現金及び預金 56,939 ―

受取手形及び売掛金 124,462 ─

有価証券  

その他有価証券のうち満期 
があるもの(譲渡性預金) 

187,000 ─

合計 368,401 ─
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,996 38,258

受取手形 459 2,664

売掛金 101,250 ※1  98,449

有価証券 159,000 187,000

商品 56,033 66,248

貯蔵品 44 58

前渡金 4 123

前払費用 909 866

繰延税金資産 3,140 9,365

短期貸付金 ※1  13,992 ※1  7,267

未収入金 ※2  10,292 ※1, ※2  9,428

未収消費税等 8,274 10,027

立替金 ※1  4,920 4,881

その他 362 179

貸倒引当金 － △10

流動資産合計 392,680 434,808

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※3  34,889 ※3  33,498

減価償却累計額 △21,882 △22,897

建物（純額） 13,007 10,600

構築物 1,077 1,094

減価償却累計額 △796 △839

構築物（純額） 280 255

機械及び装置 ※3  10,781 ※3  7,578

減価償却累計額 △6,140 △5,774

機械及び装置（純額） 4,641 1,804

車両運搬具 12 12

減価償却累計額 △9 △10

車両運搬具（純額） 3 1

工具、器具及び備品 ※3  8,448 ※3  7,786

減価償却累計額 △6,772 △6,839

工具、器具及び備品（純額） 1,675 947

土地 ※3  15,962 ※3  21,715

リース資産 16 18

減価償却累計額 △3 △6

リース資産（純額） 13 11

建設仮勘定 415 390

有形固定資産合計 35,998 35,728

無形固定資産   

特許権 2,315 2,008

ソフトウエア 2,619 1,660

電話加入権 53 －

その他 171 399

無形固定資産合計 5,160 4,068
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,259 12,657

関係会社株式 ※5  28,420 ※5  34,920

関係会社長期貸付金 2,165 2,165

破産更生債権等 5,354 5,500

長期前払費用 1,429 1,065

繰延税金資産 10,237 4,551

差入保証金 1,670 1,668

その他 1,860 1,571

貸倒引当金 △5,643 △5,624

投資その他の資産合計 52,753 58,476

固定資産合計 93,913 98,272

資産合計 486,594 533,081

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  36,932 ※1  86,440

リース債務 3 4

未払金 ※1, ※2  15,631 ※1, ※2  20,126

未払費用 1,168 834

前受金 24,084 17,062

預り金 ※1  45,450 ※1  51,931

賞与引当金 784 899

役員賞与引当金 20 －

その他 570 645

流動負債合計 124,646 177,944

固定負債   

リース債務 10 7

退職給付引当金 11,482 12,314

役員退職慰労引当金 436 434

関係会社投資等損失引当金 811 7,779

長期預り保証金 0 －

その他 157 105

固定負債合計 12,899 20,641

負債合計 137,545 198,586
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,961 54,961

資本剰余金   

資本準備金 78,023 78,023

その他資本剰余金 90 11

資本剰余金合計 78,114 78,034

利益剰余金   

利益準備金 5,660 5,660

その他利益剰余金   

特別償却準備金 115 2

別途積立金 202,500 202,500

繰越利益剰余金 18,145 △12

利益剰余金合計 226,421 208,150

自己株式 △11,111 △10,900

株主資本合計 348,384 330,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △566 2,703

繰延ヘッジ損益 81 △30

評価・換算差額等合計 △484 2,672

新株予約権 1,148 1,578

純資産合計 349,048 334,495

負債純資産合計 486,594 533,081
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【重要な会計方針】 

  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法によっております。 同左 

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法によってお

ります。(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算定してお

ります。) 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

総平均法による原価法によっております。 同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

個別法(ただし、保守用部品及び貯蔵品については

先入先出法)による原価法(収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)を採用しております。 

(会計処理の変更) 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分)を適用しております。 

これによる損益に与える影響は、軽微であります。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

個別法(ただし、保守用部品及び貯蔵品については

先入先出法)による原価法(収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)を採用しております。 

３ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法 

  時価法によっております。 

３ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ３～50年

機械及び装置 ２～８年

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法によっております。なお、自社利用ソフトウ

ェアについては、社内における利用可能期間(２～５

年)に基づく定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

(会計処理の変更) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当事業年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成

５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年

３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６

年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、

平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

  

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収の可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込

額に基づき当事業年度負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき当事業年度負担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額

を計上しております。 

過去勤務債務は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(４年)によ

る定額法により按分した額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(４年)

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

なお、当社は、平成17年３月末日をもって役員退職

慰労金制度を廃止することといたしました。これに

伴い、平成17年６月開催の定時株主総会において、

各役員の就任時から平成17年３月末日までの在任期

間に対応する退職慰労金を各役員の退任時に支給す

ることを決議し、支給する金額及び方法等について

は、取締役については取締役会に、監査役について

は監査役の協議に一任したため、当該支給見込額を

引当計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

(6) 関係会社投資等損失引当金 

関係会社への投資等に係る損失に備えるため、当該

関係会社の資産内容を勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

(6) 関係会社投資等損失引当金 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 ６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予

約が付されている外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 デリバティブ取引(先物為替予約) 

    ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定 

取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

  原則、外貨建取引は、取引成約時(予定取引を含む)

に成約高の範囲内で先物為替予約を利用することに

より、為替変動リスクをヘッジしております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  キャッシュ・フロー変動の累計額を比率分析してお

ります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

同左 

(2) 連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 
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【表示方法の変更】 

  

 
  

  

  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

──────────────── (貸借対照表）     

 

  

 

  

  

  

 

１ 前事業年度において独立掲記しておりました無形固

定資産の「電話加入権」（当事業年度53百万円）は、

当事業年度において資産の総額の100分の１以下である

ため、当事業年度より無形固定資産の「その他」に含

めて表示しております。  

２ 前事業年度において独立掲記しておりました固定負

債の「長期預り保証金」（当事業年度0百万円）は、当

事業年度において負債及び純資産の合計額の100分の１

以下であるため、当事業年度より固定負債の「その

他」に含めて表示しております。           

(損益計算書） 

１ 前事業年度において独立掲記しておりました特別損

失の「貸倒引当金繰入額」（当事業年度16百万円）

は、当事業年度において特別損失の総額の100分の10以

下となったため、当事業年度より特別損失の「その

他」に含めて表示しております。  

２ 前事業年度において独立掲記しておりました特別損

失の「投資有価証券評価損」（当事業年度13百万円）

は、当事業年度において特別損失の総額の100分の10以

下となったため、当事業年度より特別損失の「その

他」に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

 

短期貸付金 13,992百万円

立替金 4,906百万円

買掛金 36,732百万円

未払金 

預り金 

12,180百万円

44,897百万円

  

※１ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

 

売掛金 7,309百万円

短期貸付金 7,267百万円

未収入金 8,823百万円

買掛金 85,891百万円

未払金 

預り金 

16,214百万円

51,438百万円

 

※２ 当事業年度末の関係会社に対する代行取引に係る 

債権債務額は次のとおりであります。 

 

未収入金 389百万円

未払金 300百万円

※２ 当事業年度末の関係会社に対する代行取引に係る 

債権債務額は次のとおりであります。 

 

未収入金 109百万円

未払金 45百万円

※３ 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直

接減額した圧縮記帳額は564百万円であり、その内

訳は次のとおりであります。   

 

建物 2百万円

機械及び装置 60百万円

工具、器具及び備品 43百万円

土地 458百万円

合計 564百万円

 

※３            同左 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
83,300百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 83,300百万円

 

 ４            同左 

※５ 固定資産の投資その他の資産に計上した「関係会社

株式」のうち、43百万円については貸株に供してお

ります。 

  

※５            同左 

 ６ 製品保証契約に係る責任及び費用は主に製造子会社

が負担しているため、当該子会社において製品保証

引当金を計上しております。 

 ６                   同左   
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(損益計算書関係) 
  

 
  

  

  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

※１ 仕入高には直接販売諸掛、売上原価とみなされる貿

易取引に係る金利及び銀行手数料を含んでおりま

す。 

  

※１           同左 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 
 21,284百万円

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 
17,632百万円

※３ 固定資産売却・除却損益の内訳 

 

売却益  

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 2百万円

合計 2百万円

※３ 固定資産売却・除却損益の内訳 
売却益  

建物 0百万円

機械及び装置 218百万円

工具、器具及び備品 3百万円

合計 221百万円

 

 

売却損  

機械及び装置 2百万円

 合計 2百万円

 

売却損  

建物 0百万円

 機械及び装置 60百万円

工具、器具及び備品 0百万円

合計 61百万円

 

 

除却損  

建物 17百万円

機械及び装置 28百万円

工具、器具及び備品 8百万円

ソフトウエア 1百万円

合計 55百万円

 

 

除却損  

建物 52百万円

機械及び装置 60百万円

工具、器具及び備品 9百万円

特許権 6百万円

ソフトウエア 29百万円

長期前払費用 256百万円

合計 415百万円

※４ 関係会社との取引に係る主なものは以下のとおりで

あります。 

 

商品仕入高 322,581百万円

受取配当金 4,681百万円

固定資産賃貸料 2,251百万円

営業外収益(その他) 662百万円

支払利息 567百万円

 

※４ 関係会社との取引に係る主なものは以下のとおりで

あります。 

 

商品仕入高 301,840百万円

固定資産賃貸料 2,295百万円

営業外収益(その他) 636百万円

支払利息 315百万円

※５  TOKYO ELECTRON MASSACHUSETTS,LLCの再編に伴う、

資産処分等の費用であります。 

  

 ──────────────── 

※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

 421百万円

※５ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

444百万円
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少はストック・オプション行使によるものであります。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 1,678 8 44 1,643

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 1,643 10 40 1,614
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平成21年６月19日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている東京エレクトロン株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 
  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京エレクトロン株式

会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して

内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務

報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内

部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、東京エレクトロン株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

あ ず さ 監 査 法 人  

指 定 社 員
公認会計士  大  西  健 太 郎 ㊞ 

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士  高  橋     勉 ㊞ 

業務執行社員

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月18日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている東京エレクトロン株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 
  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京エレクトロン株式

会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して

内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務

報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内

部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、東京エレクトロン株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

あ ず さ 監 査 法 人  

指 定 社 員
公認会計士  大  西  健 太 郎 ㊞ 

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士  高  橋     勉 ㊞ 

業務執行社員

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月19日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第46期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京エレクトロン株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

独立監査人の監査報告書
 

あ ず さ 監 査 法 人  

指 定 社 員
公認会計士  大  西  健 太 郎 ㊞ 

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士  高  橋     勉 ㊞ 

業務執行社員

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月18日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京エレクトロン株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第47期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京エレクトロン株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

独立監査人の監査報告書
 

あ ず さ 監 査 法 人  

指 定 社 員
公認会計士  大  西  健 太 郎 ㊞ 

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士  高  橋     勉 ㊞ 

業務執行社員

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月18日 

【会社名】 東京エレクトロン株式会社 

【英訳名】 Tokyo Electron Limited 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 中 博 司 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



代表取締役社長 竹中 博司は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社及び

連結子会社(以下「当社グループ」という。)は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整

備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

当社グループは、事業年度末日である平成22年３月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。 

本評価においては、全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲

内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、

当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を

行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び

質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスの

うち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、16事業拠点(当社及び連結子会社

15社)を評価の対象といたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した事業

拠点(連結子会社15社)については、評価範囲に含めておりません。 

業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上

高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している１

事業拠点を「重要な事業拠点」とし、その事業拠点において当社グループの事業目的に大きく関わる勘定

科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、

選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の

発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っ

ている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし

て個別に評価の対象に追加いたしました。 

  

上記の評価の結果、代表取締役社長 竹中 博司は、平成22年３月31日現在の当社グループの財務報告に

係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月18日 

【会社名】 東京エレクトロン株式会社 

【英訳名】 Tokyo Electron Limited 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 中 博 司 

 
【最高財務責任者の役職氏名】 ─ 

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目３番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長 竹中 博司は、当社の第47期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有

価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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